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高
重
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度
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
表

○

高
重
合
度
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
三
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
課
税
物
件
）

（
課
税
物
件
）

第
一
条

第
一
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
第
二
号
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
と

第
一
条

同

上

す
る
も
の
の
う
ち
、
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「

特
定
貨
物
」
と
い
う
。
）
に
は
、
関
税
定
率
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
。

一

法
の
別
表
第
三
九
〇
七
・
六
一
号
に
掲
げ
る
ポ
リ
（
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ

一

同

上

レ
ー
ト
）
（
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
高
重
合
度
ポ
リ
エ
チ

レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
」
と
い
う
。
）

二

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
第
三
条
第
二

二

同

上

項
に
お
い
て
「
特
定
原
産
国
」
と
い
う
。
）

三

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
十
年
二
月
二
日
ま
で
の
期
間

三

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日

ま
で
の
期
間

２

（
省

略
）

２

同

上

３

（
省

略
）

３

同

上

（
税
率
）

（
税
率
）

第
二
条

（
省

略
）

第
二
条

同

上

（
提
出
書
類
）

（
提
出
書
類
）

第
三
条

（
省

略
）

第
三
条

同

上

２

（
省

略
）

２

同

上
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３

（
省

略
）

３

同

上

（
関
税
法
の
適
用
）

（
関
税
法
の
適
用
）

第
四
条

特
定
貨
物
又
は
暫
定
不
当
廉
売
関
税
賦
課
貨
物
に
課
す
る
不
当
廉
売
関

第
四
条

特
定
貨
物
又
は
暫
定
不
当
廉
売
関
税
賦
課
貨
物
に
課
す
る
不
当
廉
売
関

税
及
び
法
の
別
表
の
税
率
（
条
約
中
に
関
税
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
が
あ
り
当

税
及
び
法
の
別
表
の
税
率
（
条
約
中
に
関
税
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
が
あ
り
当

該
特
別
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
の
規
定
に
よ
る

該
特
別
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
別
の
規
定
に
よ
る
税

税
率
と
す
る
。
）
に
よ
る
関
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
関
税
と
し
て

率
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の
二
第

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
の
税
率
と
す
る
。

）
に
よ
る
関
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
関
税
と
し
て
関
税
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
還
付
の
計
算
期
間
等
）

（
還
付
の
計
算
期
間
等
）

第
五
条

（
省

略
）

第
五
条

同

上

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

生

産

者

税

率

生

産

者

税

率

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上


